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生物多様性分野シンポジウム開催にあたって 

 

研究管理官（生物多様性分野担当）  福山研二 

 
本日は、森林総合研究所の公開シンポジウムにお越しいただき、誠にありがとう

ございます。このシンポジウムは森林総合研究所で実施している１１の研究分野の

うち、「森林における生物多様性の保全に関する研究」分野の第一期中期計画期間

５年間の主な成果を報告するものです。 

生物多様性は、地球環境の重要な基盤であり、人類にとっても不可欠なもので

す。さらに、様々な有用な資源を産む源泉であり、文化の源ともなっています。産

業が近代化されるまでは、自然は我々の優しい母である反面、きびしい父でもあり

ました。そのため、我々はいかにして自然を乗り越え、切り開いていくかというこ

とを目標に、近代化に励んできたわけです。しかし、人類の力は予想以上に大きく

なり、いつの間にか親をしのぐようになってしまいました。いまや、人間の影響が

およばない自然はなくなってしまったといっても過言ではないでしょう。これから

は、資源としての自然をなるべく劣化させないよう、あるいはこわれてしまったも

のを再生することも含めて、永続的な自然利用が望まれています。そろそろ我々も

親とうまくやっていく知恵が必要になっています。 

今回の主要テーマは林業や開発などの人為の影響と生物多様性維持ということ

で、現在我が国で問題となっている代表的な事例についての研究成果を報告させて

いただきます。 

 

2006年3月6日 
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森林施業における生物多様性は、どんな評価をうけているだろうか？おそらく、

「持続的森林経営の指標になっているので無視できない」というくらいの評価が平

均的だろうか？生態学では、ある種が絶滅すると生態系の微妙な仕組みが壊れて、

その機能がただしく発揮されない、という説明をよくする。それは本当なのだろう

か？こうした疑問に対して、生態学も森林科学も十分に答えていないように思う。 

森林生態系は人間にいろいろなメリットを与えてくれている。作物や木材、薬な

どいろいろな「モノ」を与えてくれるほか、気候を調節したり、流域の水質を保っ

たり、あるいは病気や害虫のコントロールなど「調節」を行う。また、いろいろな

デザインや象徴、文学や音楽など人間の「文化」にも深い影響を与えている。これ

らは最近「生態系サービス」と呼ばれることが多くなった。生物が多様であれば、

こうした「生態系サービス」はより発揮されるのか？｢モノ｣の提供に関しては、そ

れを経済価値に置き換えることも比較的容易であるが、実際には経済的な価値をも

つ生物の種数はそれほど多くはなく、生物多様性の低い森林でも足りるかもしれな

い。「調節」に関しては、価値を認められる場合もあるが、生物多様性に関するこ

とは因果関係が明瞭でない場合が多い。「文化」的な価値は、すべての人に普遍的

に認められるわけではなく、特定の国や地域に限られたり、特定の価値観をもった

人たちだけが認めたりという側面がある。一方では、森林の更新や持続性に関して

は、生物多様性が重要な側面を持っているし、地域の振興にとっても生物多様性が

重要な役割を果たす場合がある。 

このような森林のもつ多様な機能やサービスを最大化する管理を考えることは、

持続可能な森林管理を考えることでもある。生態系は起こりうる結果を決定論的に

予測することが難しい。また、かく乱などがあって不安定な生態系も多い。こうし

た不確実性の実態を知り、少しでもそれを減らす、あるいは不確実であることを前

提とした管理を行なう必要がある。大面積で均一な森林を避け、不均一性やモ

ジュール性を保つこと、重複した機能を残すことは、生物多様性を確保することに

なるだけでなく、かく乱のダメージに対して保険として機能したり、かく乱後の復

元力を高めたりする働きがある。また、持続性の高い方法を導入した場合には報わ

れるようなフィードバックのかかる管理システムを導入すると、地域内の持続的な

管理が促進される。つまり、中央集権的管理を弱め、地域主体の自主的な判断にゆ

だねることが必要になる。しかし、異なるスケールでの意思決定をどのような方法

で行ってゆくかは大きな問題である。 

森林のもつ多面的な生態系サービスを持続的に引き出そうとする管理を行えば、

生物多様性の保全は必然的な結果となるのではないだろうか。 

特別講演 

「生物多様性の高い森林を創ることの意味」 

 

総合地球環境学研究所教授 中静 透 
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森林の施業がチョウ相に与える影響 
 

井上大成（森林総合研究所 森林昆虫研究領域） 

 

チョウの種数や個体数は、草原や若い林に多く、高齢の林では少なくなります。し

かし高齢二次林は原生林にすむタイプの種を育み、若い植林地には自然草原を好む

タイプの種がすんでいます。チョウの多様性を保全するためにはどのようにしたら

良いのでしょうか。 

 日本では戦後半世紀の間に、自然林

の多くは伐採されて針葉樹（主にス

ギ・ヒノキ）の植林地に変わり、自然

草原（または半自然草原）は宅地や農

地開発によってほとんど失われてしま

いました。さらに雑木林や採草地で行

われてきた伝統的な施業は徐々に放棄

され、ごく小規模でしか行われなくな

りました。 

 伐採された原生林や、農地となった

自然草原を元に戻すことはできませ

ん。雑木林や採草地の伝統的な管理を

大規模に復活させることも難しいとい

わなければなりません。でも、管理の

仕方によって生き物が多く住める環境

を整えることはできるかもしれませ

ん。 

 伐採されたあとの二次林でも、年月

が経てば樹は太くなります（図１）。

原生林を好むタイプの昆虫は高齢の二

次林にはすめないのでしょうか？一

方、森林を伐採すれば一時的には草原

ができます。草原性の昆虫は若い林を

どの程度利用できるのでしょうか？そ

して針葉樹の植林地は昆虫のすみかと

して不適なのでしょうか？こうした疑

問に答えるため、草原や、様々な林齢

の広葉樹林・スギ植林で、チョウ類を

調べてみました。 

 チョウの種数や個体数が最も多かっ

たのは、草原（採草地）でした（図

２）。また広葉樹林でもスギ植林で

図３ 原生林にすむフジミドリシジミ 

図２ チョウの避難場所としての採草地 

図１ チョウの避難場所としての高齢二次林 
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も、成長するに従ってチョウは減って

いきました。成長した森林では、広葉

樹林よりもスギ植林で種数はやや少な

く、また両者の種組成は大きく異なっ

ていました。約50年生以上の高齢の広

葉樹二次林には、一般に原生林を好む

とされる種（図３）が多く見られまし

た。自然草原（または半自然草原）を

好むとされる種（図４）は、若い広葉

樹二次林には非常に少なかったにもか

かわらず、若いスギ植林ではかなり多

く見られました。これは、若い植林地

では毎年下刈りが行われ、草原的な環

境が人為的に維持されているためと考

えられます。 

 文献での調査によれば、近年日本で

チョウ類が衰亡した最も大きな理由

は、雑木林（図５）の更新や、草刈

り・野焼きなど、農林業生態系におけ

る伝統的な管理の衰退や放棄であると

思われます。チョウは森林伐採や植林

化で単純に減少するわけではありませ

ん。ある程度の人為撹乱がなされる環

境で、かえって多様性が高い場合もあ

るのです。 

 こうしたことから、チョウの多様性

を保全するためには、まず原生林に依

存する種の代替生息地を確保するため

に、高齢二次林を保護することが必要

です。また、草原性・疎林性（図６）

の種の生息場所を供給するために定期

的に若い森林を伐採し、景観全体とし

てモザイク的な環境（図７）を作るこ

とも必要と考えられます。■ 

図６ 疎林にすむスジボソヤマキチョウ 

図５ 雑木林にすむオオムラサキ 

図 ４ 半自然草原にすむチャマダラセセリ 

図７ さまざまな要素が混じる里山のモザイク景観 
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小笠原生態系に侵入生物が残した傷跡  
 

安部哲人（森林総合研究所 森林植生研究領域） 

 
エコシステム・メルトダウン。今、帰化生物が原因で変化している小笠原の生態系

を言い表すキーワードです。帰化生物から固有の生態系を守るには、人間の意思で

止めることができる開発行為と異なり、生物学的なプロセスの解明が保全の大きな

鍵となります。  

 小笠原諸島は海洋島で固有種率が高

く、生物多様性のホットスポットのひ

とつです。この生態系は競争が少ない

中で進化した生物から構成されるた

め、外来種に対して非常に脆弱です。

残念なことにここ百数十年の間、人間

が持ち込んだ外来種によって小笠原の

生態系は劇的にその固有性を失いつつ

あります。今、研究者が叡智をふり絞

らなければ、この固有の生態系は二度

と取り戻せなくなる瀬戸際と言っても

いいでしょう。 

 本講演では小笠原の貴重な自然を紹

介するとともに、森林の総合研究を中

心としたさまざまな研究者による絶滅

危惧種の現況解明、帰化生物の影響と

その排除に関する成果を紹介します。 

 アカガシラカラスバトとセキモンノ

キはともに現存個体数が100個体以下と

推定される小笠原を代表する「超」絶

滅危惧種です。しかし、アカガシラカ

ラスバトはネズミやノネコ、セキモン

ノキはアフリカマイマイやアカギと

いった帰化生物によって生存が脅かさ

れている現況が明らかになりました。 

 固有種率が高い陸産貝類は衰退の一

途をたどっています（図１）が、人為

的に持ち込まれたプラナリア類である

ニューギニアヤリガタリクウズムシが

捕食者となっていることが原因である

可能性が高くなりました。 

 固有種オガサワラグワもまた個体数

が非常に少ない絶滅危惧種ですが、移

入種シマグワとの交雑により更新が絶

図１ 固有陸産貝類の衰退。1980年代（左）に生息が確認されている地点の多くでは、2000年以降には見つ

からなくなった。 
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望的である実態が明らかになりまし

た。これら絶滅危惧種が人為的に持ち

込まれた帰化生物の影響で絶滅するこ

とは何としても防がなければなりませ

ん。私たちは緊急を要する絶滅危惧種

のリスクを少しでも緩和するため、人

工的な個体群回復にも取り組んでいま

す。 

 また、移入種アカギ（図２）の増殖

の実態や在来種を被圧するメカニズ

ム、森林復元のための植栽試験（図

３）、固有鳥類メグロの現状、ノヤギ

による植生破壊（図４）や絶滅危惧植

物への影響、グリーンアノール（図

５）による昆虫の食害により送粉系が

変質し、帰化植物に有利な状況が生じ

ている現況を紹介します。■ 
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図２ 蔓延する移入樹種アカギ 

図３ オガサワラグワ苗2年間の生残曲線  

図５ ノヤシ花の上で昆虫をねらうグリーンア

ノール 
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図４ ノヤギによる植生破壊。食害排除用の網を

掛けた区（排除区）と掛けない区（開放区）で、地

上部植物体の重量を比較。 
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遺伝子から見た希少樹種の保全 
 

吉丸博志（森林総合研究所 森林遺伝研究領域） 

 
個体数が少ない樹種のなかには、何らかの人為の影響で稀少となったものがたくさ

んあります。保全や復元に向けては遺伝的構造への配慮が重要ですが、危機的状況

にある種ではかなり積極的な人為的関与もまた必要なのです。 

人為の影響と外来生物の脅威 

 オガサワラグワは小笠原諸島に固有

のクワ科の大木で、かつては湿性高木

林の主要樹種として小笠原を代表する

樹木でした。ところが明治以降の開拓

期に乱伐を受けて激減した後に、さら

に養蚕用に持ち込まれて野生化した多

数のシマグワとの間に雑種が出現する

ようになりました（図１）。雑種個体

と純粋個体を識別する遺伝マーカー

（図２）を開発して調べた結果、成木

サイズの雑種個体は７本程度しかあり

ませんでしたが、純粋のオガサワラグ

ワ個体も150本足らずという危機的な実

態が明らかとなりました。10年後には

100本程度になってしまうおそれもあり

ます。オガサワラグワに実る種子の多

くは雑種の種子であるため、絶滅を防

ぐには、純粋な種子を得て植栽すると

いう人為的関与が必要な段階となって

います。 

 ヤクタネゴヨウは屋久島・種子島に

固有のマツ科の大木です。かつては照

葉樹林中に多く生育していましたが、

明治時代から第二次大戦後にかけて丸

木舟や建築材への利用で多くが伐採さ

れてしまいました。残された自生地で

は近年白骨化した枯死木が目立ってい

ます。最近数年間、種子島で新たな枯

死の流行が起こり、外来生物であるマ

ツノザイセンチュウが検出されまし

た。これ以上の被害拡大を防止するに

は、枯死木の伐倒・搬出・焼却という

人為的関与が必須といえます（図

３）。開花や着果も非常に少ない状態

ですが、他殖による充実種子もわずか

に作られています。 

 

図１ オガサワラグワ（上段）とシマグワ（下段）の

葉（撮影：谷・吉丸）. 

図２ 雑種識別のためのDNAマーカーの電気泳

動像（MB：オガサワラグワ、MA：シマグワ、HY：

雑種）（Tani et al 2003より）． 
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自生地間の遺伝的分化 

 ヤツガタケトウヒは八ヶ岳と南アル

プス地域だけに残存しているマツ科の

樹種です。自生地の探索を進めた結果

（図４）、遺伝的変異の解析によって

従来から知られた八ヶ岳地域よりも南

アルプス地域で遺伝的多様性が高く、

両地域の分化も大きいことがわかりま

した。またシデコブシは愛知・岐阜・

三重の小湿地に自生するモクレン科の

樹種です。核の遺伝的多様性は岐阜・

愛知で高く、葉緑体の遺伝的多様性は

三重で高いことが明らかとなりました

（図５）。保全や復元にあたっては、

このような地域分化の特性を考慮する

ことが必要です。■ 

図３ ヤクタネゴヨウの枯死木丸太を搬出して

いる様子（撮影：ヤクタネゴヨウ調査隊）． 

図４ ヤツガタケトウヒの生育地（Ueno et al 2005より） 

図５ シデコブシの各自生地における葉緑体の遺

伝的変異（原図：勝木）． 
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ツキノワグマから見た「緑の回廊」 
 

岡輝樹（森林総合研究所 東北支所） 

 

分断化、孤立化している既存の保護林を連結して森林の連続性を確保し、多くの動

植物の生息地を確保しようという試み―「緑の回廊」プロジェクト―が、国有林野

を中心に全国で進められています。東北地方の「回廊」は、実際にツキノワグマの

生息環境の改善に有利に働いているでしょうか？ 

 東北地方では、周辺の自治体、民間の

協力を受けて「白神八甲田地域（延長

50km、22,400ha）」とこれにつながる「奥

羽山脈地域（延長400km、88,000ha）」、

そして「北上高地地域（延長150km、

27,000ha）」にそれぞれ回廊が設定され

ました。これに伴いブナ・ミズナラ林を

はじめとした広葉樹林を再生するため

の施業、管理が行われつつあります。し

かし、回廊が森林生態系で効果的に機能

するかどうかは今まで未解明でした。 

 回廊の地域設定においてイメージさ

れた種のひとつがアジアクロクマ（日本

名ツキノワグマ、以下クマ）です。クマ

は食肉目に属しますが、植物質に偏った

雑食性であり、中でも堅果や漿果などの

果実を好んで採食し、これらの食物資源

を得るために雄で10～250km2、雌で4～

100km2と広い行動圏が必要です。そのた

め、多くの地域で、「緑の回廊」がその

理想を実現するために何が必要かを示

してくれる指標種とされています。 

 私たちは「北上高地緑の回廊」の現

状と、クマがどんな環境を利用してい

るかを明らかにするため、回廊設定地

域とその周辺約400km2にリンゴと有刺

鉄線を用いたクマ痕跡トラップ（計約

350個、図１）を設置して調査を行うと

ともに、衛星写真などでトラップ周囲

の植生現況を調べました。 

 クマの痕跡が確認されたトラップ

は、ほぼ全てが緑の回廊設定地域の外

側でした。つまり、現状では回廊内に

クマがほとんど生息していないという

ことになります。なぜでしょうか。 

 そこでトラップ設置地点を緑の回廊

設定地域外と地域内に分け、それぞれ 

について複数回訪問されたトラップ、1

回だけ訪問されたトラップ、クマが訪

れなかったトラップの３つに分け、そ

れぞれの地点から半径500m以内の植生

を、ミズナラ・ブナが優占する林分、

針葉樹人工林、カンバ・ササ・草地、

その他の地域に４分し、割合を求めま

した。 

 その結果、回廊設定地域外では多く

をスギ・ヒノキ人工林が占め、ミズナ

ラ・ブナ林は保残帯及び分断化された

林分としてのみ存在していました。一

方、回廊設定地内ではカンバ・サ サ・

草地が広い範囲を占め、カラマツ人工

林も比較的広い面積を占めました。ま

た、ミズナラ・ブナが優占する林分の

割合は回廊設定地域外のそれと同程度

図１ 痕跡トラップを訪れたツキノワグマ （有刺鉄

線をくぐり抜けようとしている）． 
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でした（図２）。ミズナラやブナの堅

果は、冬眠や出産を控えた秋のクマに

とってとても重要な食物です。しか

し、回廊の設定地域内外でミズナラ・

ブナが優占する林分の割合に大きな差

が見られなかったので、設定地域内に

クマが生息しない理由は、こうした堅

果類の分布ではなさそうです。 

 北上高地は古来より絶えず人為的イ

ンパクトを受け続けてきました。製鉄

のための燃料の供給源として、あるい

は馬放牧地として利用されていた時代

を経て、1951年の森林法改正に伴う大

面積皆抜及び一斉造林、さらには1970

年代に始まった畜産を基軸とした北上

山系開発事業によって、丘陵地のほと

んどに人手が加わりました。北上高地

回廊設定地域内の植生の特徴にカン

バ・ササ・草地の割合が非常に高いこ

とが挙げられますが、これらは人為攪

乱を長い年月受け続けてきた北上高地

に特有の植生（図３）といわれていま

す。おそらくこうした攪乱が、クマを

少しずつ追い出したと考えることもで

きるでしょう。 

 実際、他の地域で有害駆除されるク

マは若い雄に大きく偏っていますが、

北上高地周辺の人里域で有害駆除され

るクマの性年齢構成にはあまり偏りが

ない－雌雄差がなく、また年齢層も幅

広い－ことが報告されています。この

ことは、北上高地周辺のクマの多く

は、奥山よりも人里域に近いところに

生息していることを暗示しています。

多くの動植物が絶滅の危機に瀕し、ま

た多くの野生鳥獣が人との軋轢を引き

起こしている今日、緑の回廊として森

林の連続性を確保し、動植物の生息・

生育地を拡大する試みは必要不可欠で

す。しかし、北上高地緑の回廊は、こ

のままではその目的を達することは難

しいかもしれません。 

 クマにとって魅力的な森とは何なの

でしょうか。クマが利用する食物資源

は多様で、どれも限られた季節にしか

得られないうえ、季節変化や年変動が

必ずあります。クマが住む森林にはこ

の変動ができるだけ緩やかであること

が大事です。ある食物種が極端な不足

に陥ることがあっても、代替食物が存

在すればその場所に居続けることは可

能です。多様性に富んだ森こそが、ク

マの生息を支えることができるので

す。緑の回廊の目的を達成するために

はそれぞれの設定区域が持つ歴史的背

景をも充分に把握し、地域特性を生か

した管理計画を立て、実行していく必

要があるでしょう。■ 

図２ 回廊設定地内外の痕跡調査結果（回廊設定

地内のトラップ設置地点で複数回クマが訪問した

痕跡はなかった） 

図３ 北上高地緑の回廊設定地内の景観 

（ササ原の奥にカンバ林が続く）． 
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外来マングースに追いつめられるアマミノクロウサギ 
 

山田文雄（森林総合研究所 野生動物研究領域） 

 

生態系に大きな影響や被害をもたらす外来生物に対処するため、2004年６月、

「特定外来生物法」が制定され、具体的対策が始まりました。外来哺乳類の影響と

対策の現状と諸問題について具体的事例を用いて紹介します。 

 わが国に定着した外来哺乳類とし

て、外 国 産 39 種（マ ン グ ー ス［図

１］、アライグマ、タイワンザルな

ど）、国内産6種（キタキツネ、イタチ

など）が確認され、さらに侵入情報と

して他に外国産7種がいます。わが国に

住む哺乳類の種数の30％近くが外国産

外来種で占められています。 

 外来哺乳類が在来生態系に及ぼす影

響として、在来種を餌とする捕食の影

響や競合の影響、在来種と交雑し純系

集団を失わせる遺伝子汚染の影響、草

食動物で認められる植物食害とその後

の土壌浸食の影響、病気の伝播、農林

業被害などが起きています。このよう

な影響のうち、人畜への影響被害に対

しては「家畜伝染病予防法、感染症予

防法、狂犬病予防法、動物愛護管理

法」など、また農林業被害に対しては

「鳥獣保護法」により対策がとられて

きました。一方、生態系に対する影響

や被害への対策として「特定外来生物

法」が2004年に新たに制定されまし

た。具体的には、哺乳類の特定種とし

て11種（マングース、アライグマ、サ

ル、リス、ヌートリア、有袋類、シ

カ）が指定されました。これらの種は

上位捕食者か草食獣などで、海外にお

いても生態系に甚大な影響を与えてき

たために、多くは最悪の外来哺乳類に

指定されています。 

 具体的な外来種対策として、予備調

査も含めて外来種駆除事業として9年間

にわたり実施されてきたマングースを

取上げ、その影響と対策および諸課題

について紹介しましょう。マングース

による希少種アマミノクロウサギ（図

２）などへの影響の実態が明らかにな

ればなるほど、事態の深刻さが次第に

認識されてきました（図３～５）。希
図１ 外来マングース 

図２ アマミノクロウサギ（勝廣光撮影） 
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少種の分布縮小や絶滅の危機、捕食に

よる在来種への直接的また間接的影

響、マングースの低密度化に伴う繁殖

力増加、さらにマングースの感染症

キャリアーなどです。わが国の一部の

島嶼で起きている問題ですが、これら

の地域は生物多様性保全の観点から見

ると世界的にも特異な生態系と固有種

で形成されているため、保護対策の必

要な極めて重要な地域です。しかし、

実際の対策や技術、予算、世論の支持

などは決して十分ではないのが現状で

す。 

 マングースで実施されている対策や

諸問題は、今後の本土や他の地域で実

施される外来生物対策の一つのモデル

になると考えます。特定外来生物法の

制定を期に、生態系保護のための外来

種対策やその研究の必要性を再認識す

るとともに、一層の対策や管理が求め

られます。■ 

図４ 奄美大島における外来マングースの

分布拡大．（Sugimura & Yamada, 2004か

ら） 

図５ アマミノクロウサギの繁殖巣穴を

襲う外来マングース．矢印は繁殖巣穴を示

す．Aは夜間に保育のために繁殖巣穴に来

た親クロウサギ，Bは昼間にこの繁殖巣穴

に入り出ていくマングース． 

図３ 奄美大島における減少するアマミノク

ロウサギの生息数．1990年代以降の減少は外

来マングースの捕食による影響（Sugimura & 

Yamada, 2004より） 

アマミノクロウサギ 

1974年 

クロウサギ生息

数不明 

1994年 

クロウサギ生息

数 

2,500-6,000頭 

 

2002年 

クロウサギ生息

数 

2,000-4,800頭 

 

外来マングース 

0 30 km

N

1990年 1986年 1982年

1997年

放獣地点（1979年）

1997年
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日本に生息する陸上哺乳類の約8割

は、森林内で生息するか、あるいは森

林に依存した生活を送っています。有

史以来、人間は様々な目的で森林を利

用し、その環境を改変してきました

が、なかでも近年の大規模な開発は森

林の分断化に拍車をかけています（図

１）。それは多くの哺乳類に大きな影

響を与えてきたに違いありません。し

かし、哺乳類の生息に及ぼす分断化の

影響は、日本ではその実態がほとんど

解明されておらず、一部の種でやっと

調査が始まったばかりです。 

ニホンリスは森林に生息し、本州以

南にのみ生息する日本固有種です。近

年、九州や淡路島では絶滅し、中国地

方でも生息地が減少しています。ま

た、千葉県や神奈川県においても分布

域が縮小していると報告されていま

す。この研究では、東京都西部の山林

で、宅地開発にともなう森林の断片化

が、ニホンリスの分布域にどのように

影響しているのかを調査しました（図

２）。その結果、１）大きな幹線道路

によって分布が途絶える こと、２）比

較的大きな面積の孤立林分にはニホン

リスがかろうじて生息しているもの

の、恒常的な生息地とは言えないこと

が明らかになりました。また、連続し

た森林と孤立した森林との間で、個体

群構造や遺伝的構造を比べてみると、

孤立林では移動が制限され、遺伝的な

均質化が生じていること（表１）が明

らかになりました。ニホンリスは場所

や年ごとに生残率が変動し、それに応

じて個体数密度も変化します。森林の

分断化によって集団間での移出入が制

限されると、個体群の存続が大きな影

響を受けると考えられます。 

ニホンリスは、種子を運搬し貯蔵す

る習性を持つため、食べ残された種子

が新しい場所で発芽し、植物の更新に

森林の分断化がニホンリスに与える影響 
 

林典子（森林総合研究所 多摩森林科学園） 

 
森林の分断によって、野生動物は生息可能な面積が縮小し、移動の制限を被ってい

ます。こうした変化がニホンリス個体群の存続に大きな影響を与えている実態を報

告します。 

1 - 20 ha

20 - 40 ha

40 - 60 ha

60 - 80 ha

80 - 100 ha

> 100 ha

1 - 20 ha

20 - 40 ha

40 - 60 ha

60 - 80 ha

80 - 100 ha

> 100 ha

(year)

23 42 51 7163 76

0

2 0

4 0

1 0 0

6 0

8 0

(%) 78

1970 1975 1980 1985 1989 1997 2000 (year)

23 42 51 7163 76

0

2 0

4 0

1 0 0

6 0

8 0

0

2 0

4 0

1 0 0

6 0

8 0

(%) 78

1970 1975 1980 1985 1989 1997 2000

図１ 東京都西部における森林面積構成比の変化 
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図３ オニグルミ種子のサイズ変異．  左（15ｇ）

右（4ｇ）． 
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図４ 各地のオニグルミ種子サイズの頻度分布．上段３箇所（ニホンリスが生息）に比べて、下段３箇所（ニ

ホンリスが生息しない）はオニグルミ種子サイズが小さい． 

 

一役かっています。つまり、ニホンリ

スが生息しなくなると、それと密接な

関係を持つ植物も影響を被るのです

（図３、４）。森林に依存して生活し

ている動物は、その一方で森林の生態

系にとって欠かせない構成種と言える

のです。■ 

 

図２ 東京都西部の孤立林におけるニホンリスの生

息分布（1997年）．（Kataoka &Tamura,  2005より） 

 

表１ 連続林と孤立林における個体数と遺伝的多

型数 

期間 個体数 遺伝的多型数

1999年 10 5

2000年 10 4

2001年 14 4

2002年 14 4

2003年 13 6

期間 個体数 遺伝的多型数

1999年 13 3

2000年 8 3

2001年 12 2

2002年 6 3

2003年 6 3

連続林（MT）

孤立林（TFSG）
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